
 

＜パスワード生成機の切替操作＞ 

 

ろうきんインターネットバンキング（団体向け）のパスワード生成機には有効期限があります。 

パスワード生成機の有効期限が近づきましたら、労働金庫からお客様のお手元に新しいパスワード生

成機を配送（もしくは持参）しますので、お手元に届きましたら有効期限内に以下の手順に沿って新しい

パスワード生成機を登録してください。 

 

【ワンタイムパスワード生成機】 

 

 

 

 

 

 

 

１．パスワード生成機の失効（マスターユーザーの操作） 

手順１．「マスターユーザー」が「利用者管理」を選択 

 「マスターユーザー」のお客様がログインのうえ、

「管理」タブをクリックし、「利用者管理」を選択

します。 

 

 

 

 

 

手順２．「パスワード生成機の失効」をクリック 

 作業内容選択画面が表示されますので、画面下段の

「パスワード生成機の失効」をクリックします。 

 

 

 

 

裏面表面

下段に有効期限が記載 

されています。 
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手順３．パスワード生成機の失効 

 

利用者一覧から、パスワード生成機有効期限が迫

っているユーザーを選択し、確認用パスワードと

ワンタイムパスワードを入力のうえ、「失効」をク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順４．パスワード生成機の失効完了  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パスワード生成機の失効が完了しました。 

 

➡ 続けて、新しいパスワード生成機を登録しま

す。「２．新しいパスワード生成機の登録」にお進

みください。 

 

※ 新しいパスワード生成機の登録は、マスターユ

ーザーの失効操作完了後（約３０分後）からお

手続きいただけます。 
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2．新しいパスワード生成機の登録（各ユーザーの操作） 

手順１．ログイン  

 新しいパスワード生成機を登録するユーザー自身

の操作で、インターネットバンキング（団体向け）

にログインします。 

 

※ １つのパスワード生成機を複数ユーザーで共

有する場合は、お客様それぞれの操作が必要にな

ります。 

 

 

 

手順２．ワンタイムパスワード利用登録  

 ワンタイムパスワード利用登録画面が表示されま

す。 

利用登録するパスワード生成機の「シリアル番号」、

「ワンタイムパスワード」を入力し、「登録」ボタ

ンをクリックすると登録が完了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他 

〇 有効期限到来前のお手続きのお願い 

  パスワード生成機の失効をせずに、有効期限が切れてしまった場合は、お客様の操作による「パ

スワード生成機の失効」ができなくなります。有効期限の到来前に新しいパスワード生成機を利用

登録してください。 

〇 旧パスワード生成機の取り扱い 

新しいパスワード生成機の登録が完了しましたら、旧パスワード生成機はお客様自身で廃棄して

ください。なお、パスワード生成機の内部には電池が内蔵されております。廃棄方法については各

自治体のルール等に従いご対応をお願いします。 

以 上 

シリアル番号 

ワンタイムパスワード 


